
2 3

61

42

32

27

27

14

14
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ケアプラン（居
宅（介護予防）
サービス計画）に基づいてサー
ビスを利用します。利用者負担
額は費用の1～３割です。

サービスの利用を希望する方
は各区役所・総合出張所窓口に
介護保険被保険者証を添えて
「要介護（要支援）認定」の申請を
しましょう。（※）

更新の手続きは認定有効期間の満
了日の60日前からできます。引き
続きサービスを利用したい場合に
は更新の手続きをします。（※）
介護の手間に変化があった場合に
は変更手続きを行ってください。
なお、認定有効期間の確認をして、
更新手続きなどもれのない様にお
願いします。

※一部サービスについては、申請の代わりに「基本チェックリスト」判定によって利用可能です。（詳しくはP66.67へ）

66

要介護（要支援）の認定後の詳しい手続きは16ページへ

　要介護・要支援認定を受けた方
は、要介護度に応じたサービスを
受けることが出来ます。
　どこでどのようなサービスを受
けたいのかを選んでください。
　なお、介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）・介護老人保健施
設・介護療養型医療施設・介護医療
院は、要介護の認定を受けないと
利用することができません。
　介護サービスについて、詳しく
は、16ページをご覧ください。

4 5



6 7

　熊本市内には現在12ヶ所の申請窓口があり、住んでいる地域の最寄りの窓口で認定申請手
続きができます。窓口で申請書を記入し、介護保険被保険者証（65歳以上の方）又は医療保険
証（40歳～64歳の方）を添えて提出してください。また認定申請以外の手続きについては、申
請できない窓口もありますので一覧で確認の上、手続きを行ってください。（※「居宅介護支援
事業所」や「高齢者支援センターささえりあ」に相談すると、申請手続きを代行してもらえます。） 

6

北区役所  5

河内総合出張所 6

中央区役所1

天明総合出張所 7

南区役所4

城南総合出張所 8

託麻総合出張所10

龍田総合出張所12
清水総合出張所9

西区役所3 幸田総合出張所11
東区役所 2

要
介
護（
要
支
援
）認
定
申
請

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画

作
成
依
頼
届
出

被
保
険
者
証
等
再
交
付
申
請

高
額
介
護（
介
護
予
防
）

サ
ー
ビ
ス
費
支
給
申
請

高
額
医
療
合
算
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
支
給
申
請

住
宅
改
修
費
支
給
申
請

福
祉
用
具
購
入
費
支
給
申
請

負
担
限
度
額
認
定
申
請

※
障
害
者
控
除
対
象
者

　
認
定
申
請

区役所福祉課

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○①中央区 ②東区 ③西区

④南区 ⑤北区

総合出張所

○ － ○ ○ ○ － － ○ ○
⑥河内 ⑦天明 ⑧城南

⑨清水 ⑩託麻 ⑪幸田

⑫龍田
※障害者控除対象者認定とは、障害者手帳をお持ちでなくても、65歳以上の方で、それと同等の状態にあると認められる場合に、　
　税控除が受けられる認定証を交付するものです。

①中央区役所福祉課 高齢福祉班

熊本
市役所
1階

●日本郵政

●熊本ホテル
　キャッスル

●
銀
行

坪
井
川

熊
本
城

美術館分館
● 上

通

下
通

☎ (096)
　328-2311
〒860-8618
熊本市中央区手取本町1番1号

②東区役所福祉課 高齢福祉班

東区役所東区役所
健軍電停健軍電停

県
立　
県
立　

盲
学
校

盲
学
校

東区役所
健軍電停

熊本県道高森線

東町中

第
二
高
校

健
軍
ア
ー
ケ
ー
ド

県
立　

盲
学
校

☎ (096)
　367-9127
〒862-8555
熊本市東区東本町16番30号

③西区役所福祉課 高齢福祉班
西区役所西区役所

西
部
ス
ポ
ー
ツ

西
部
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

セ
ン
タ
ー

城山小城山小

西部西部
環境工場環境工場

西区役所

小島小 熊本西高熊本西高
〒

西
部
ス
ポ
ー
ツ

セ
ン
タ
ー

城山小

西部
環境工場

主要地方道熊本 高森線

至熊本港

白川

☎ (096)
　329-5403
〒861-5292
熊本市西区小島2丁目7-1

④南区役所福祉課 高齢福祉班
国
道
３
号
線

南
区
役
所

●
富
合
小

清
藤

至宇土

至川尻

☎ (096)
　357-4129
〒861-4189
熊本市南区富合町清藤405番地3

⑤北区役所福祉課 高齢福祉班 北区役所
植木病院植木病院

ロッキーロッキー
ディスカウントストアディスカウントストア

植木病院

至山鹿

至熊本市街至熊本市街至熊本市街

植木小

ロッキー
ディスカウントストア

植
木
局
〒

五霊中
国
道
３
号
線

☎ (096)
　272-1118
〒861-0195
熊本市北区植木町岩野238番地1

⑥河内総合出張所 健康福祉班

河内川

船津橋船津橋船津橋

●銀行●銀行●銀行
河内総合支所河内総合支所河内総合出張所

●JA●JA

河内中
　●

河内局
〒

●
選
果
場

●
選
果
場

●
選
果
場

厳島神社

●蓮光寺

国道５０１号線

☎ (096)
　276-1111
〒861-5347
熊本市西区河内町船津2069番地5

⑦天明総合出張所 健康福祉班 　●天明中

　至小島

　至宇土

●体
育
館 ●JA緒方

医院●

●

天明総合天明総合
出張所出張所
天明総合
出張所

●
ショッピング　ショッピング　
　　　センター　　　センター
ショッピング　
　　　センター

国
道
５
０
１
号
線

    グラウンド    グラウンド    グラウンド

☎ (096)
　223-1111
〒861-4125
熊本市南区奥古閑町2035番地

⑧城南総合出張所 健康福祉班

城南総合出張所城南総合出張所城南総合出張所

宇城中央病院宇城中央病院

小林病院小林病院

国国
道道
262666
号
線
号
線

下益城城南中下益城城南中

浄喜寺浄喜寺

宇城中央病院

隈庄小

小林病院

至松橋

国
道
266
号
線

至嘉島

下益城城南中

浄喜寺

☎ (0964)
　28-3111
〒861-4202
熊本市南区城南町宮地1050番地

⑨清水総合出張所 健康福祉班
清水総合出張所清水総合出張所清水総合出張所

八景水谷
公園

至植木至植木

消
防
署

消
防
署清

水
交
番

清
水
交
番

至植木
至西合志

自衛隊

清水小

至水道町

熊
本

電
気
電
鉄

坪
井
川

消
防
署清

水
交
番

国
道
３
号
線

☎ (096)
　343-9161
〒861-8066
熊本市北区清水亀井町14-7

⑩託麻総合出張所 健康福祉班

託麻託麻
総合出張所総合出張所
託麻
総合出張所

至阿蘇

国体道路国体道路

託麻西小託麻西小

至
空
港

至
空
港

国体道路

国
道
５
７
号
線

九
州
自
動
車
道

熊本 IC

西原小 託麻西小

鉄工団地
日赤病院

至
空
港

☎ (096)
　380-3111
〒861-8038
熊本市東区長嶺東7丁目11-15

⑪幸田総合出張所 健康福祉班

幸田幸田
総合出張所総合出張所

南熊本駅南熊本駅

至川尻至川尻 至嘉島至嘉島

県県
道道
104104
号号

幸田
総合出張所

国道57号線（東バイパス）

白山通り

国
道
３
号
線

国
道
２
６
６
号
線

南熊本駅流通情報
会館

田迎小

至川尻 至嘉島

県
道
104
号

☎ (096)
　378-0172
〒861-4108
熊本市南区幸田2丁目4-1

⑫龍田総合出張所 健康福祉班

国道33
7号線

国道33
7号線

国道231号線　国道231号線　

九
州
自
動
車
道

龍田
総合出張所
龍田
総合出張所

白川

至菊陽至菊陽

至子飼至子飼

　武蔵ヶ丘
●病院

☎ (096)
　338-2231
〒861-8007
熊本市北区龍田弓削1丁目1-10

申請受付機関

申
請
種
別

7
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○生活支援サービス体制・
　地域の高齢者の支え合い
　の仕組みづくり

生活支援コーディネーター

生活支援体制整備

○関係機関とのネットワーク
　づくり
○地域のケアマネジャーの
　支援

主任ケアマネージャー

包括的・継続的
ケアマネジメント支援 ○要支援1・2の方の介護予防ケア

　プランの作成
○介護予防・生活支援サービス事業
　対象者の方の介護予防ケアプラン
　の作成

保健師

介護予防ケアマネジメント

○行政機関、医療関係など
　必要なサービスにつなぎ
　ます。

社会福祉士

総合相談・支援
権利擁護

高齢者

8

熊本市高齢者支援センターささえりあ一覧

圏域校区 高齢者支援センターささえりあ名称 住　所 電話番号

壺川、城東、慶徳
一新、五福 熊本市高齢者支援センターささえりあ 熊本中央 熊本市中央区新町 4 丁目 1-26 319-0222

向山、本荘、春竹 熊本市高齢者支援センターささえりあ 本荘 熊本市中央区本荘 4 丁目 1-3 221-3242

碩台、黒髪 熊本市高齢者支援センターささえりあ 子飼 熊本市中央区西子飼町 8-18
RIX Bambino 1 階 243-2233

白川、大江、白山 熊本市高齢者支援センターささえりあ 白川 熊本市中央区九品寺 1 丁目 2-23
MC ビル 1 階 211-6011

出水、出水南、砂取 熊本市高齢者支援センターささえりあ 水前寺 熊本市中央区出水 1 丁目 4-7 362-0065

託麻原、帯山、帯山西 熊本市高齢者支援センターささえりあ 帯山 熊本市中央区保田窪 1 丁目 1-33
第 2 大田ビル 1 階 241-0230

尾ノ上、東町、健軍東、
山ノ内、月出 熊本市高齢者支援センターささえりあ 尾ノ上 熊本市東区尾ノ上 1 丁目 12-8

ラフォーレ 19 番館 101 331-6355

西原、託麻西 熊本市高齢者支援センターささえりあ 保田窪 熊本市東区保田窪本町 10-114
グランフィーネ保田窪 1F 387-8201

託麻東、託麻北
託麻南、長嶺 熊本市高齢者支援センターささえりあ 託麻 熊本市東区戸島西 2 丁目 6-132 282-8249

画図、健軍、泉ヶ丘 熊本市高齢者支援センターささえりあ 江津湖 熊本市東区神水本町 25-25 214-6888

秋津、若葉
桜木、桜木東 熊本市高齢者支援センターささえりあ あさひば 熊本市東区花立 2 丁目 4-5

花立ヒルズ 1F 360-5550

高橋、池上、城山 熊本市高齢者支援センターささえりあ 三和 熊本市西区城山下代 4 丁目 10-16B 号室 329-6743

城西、花園、池田 熊本市高齢者支援センターささえりあ 井芹 熊本市西区島崎 2 丁目 11-13 311-5311

古町、春日、白坪 熊本市高齢者支援センターささえりあ 花陵 熊本市西区春日 6 丁目 19-2
マーブル春日 1F 247-6030

芳野、河内 熊本市高齢者支援センターささえりあ 金峰 熊本市西区河内町野出 1948-1 277-2588

小島、中島 熊本市高齢者支援センターささえりあ 熊本西 熊本市西区小島 8 丁目 9-13 329-2016

富合 熊本市高齢者支援センターささえりあ 富合 熊本市南区富合町廻江 599-4 358-5556

田迎、田迎南
田迎西、御幸 熊本市高齢者支援センターささえりあ 幸田 南区田井島 2 丁目 9-9

田井島スクエアⅠ
370-5055

力合、力合西、城南、
川尻、日吉、日吉東、 熊本市高齢者支援センターささえりあ 熊本南 熊本市南区南高江 6 丁目 7-35

（南部まちづくりセンター内） 358-7222

飽田東、飽田南、飽田西 熊本市高齢者支援センターささえりあ 飽田 南区会富町 1333 － 1
（飽田まちづくりセンター内） 227-1695

中緑、銭塘、奥古閑、川口 熊本市高齢者支援センターささえりあ 天明 熊本市南区銭塘町 2138-2 223-2660

杉上、隈庄、豊田 熊本市高齢者支援センターささえりあ 城南 熊本市南区城南町宮地 1050
（城南まちづくりセンター内） 0964-28-1131

植木、山本、田原、菱形
桜井、山東、吉松、田底 熊本市高齢者支援センターささえりあ 植木 熊本市北区植木町植木 555 272-6914

川上、西里、北部東 熊本市高齢者支援センターささえりあ 北部 北区鹿子木町 66
（北部まちづくりセンター内） 275-6355

清水、高平台 熊本市高齢者支援センターささえりあ 清水・高平 熊本市北区山室 6 丁目 8-2 343-0170

城北、麻生田 熊本市高齢者支援センターささえりあ 新地 熊本市北区清水新地 2 丁目 19-24 288-4800

龍田、武蔵、弓削
龍田西、楠、楡木 熊本市高齢者支援センターささえりあ 武蔵塚 熊本市北区武蔵ヶ丘 1 丁目９-１ 1 階 339-8130

※高齢者支援センターささえりあごとに対象校区が決まっています。
　対象校区をご確認の上、それぞれの高齢者支援センターささえりあをご利用ください。
　（最新の情報は、市ホームページ又は、高齢福祉課へご確認ください）

（令和3年6月1日現在）

9

　高齢者の方が住み慣れた地域で尊厳のある生活を継続することができるよう、高齢者のニー
ズや状態の変化に応じて必要なサービスを切れ目なく提供するため、地域の中核機関とし
て熊本市内に27の高齢者支援センターささえりあを設置しています。
　高齢者支援センターささえりあでは、保健師、主任ケアマネジャー、社会福祉士等の専門
スタッフを配置し、
　1. 介護予防ケアマネジメント業務
　2. 総合相談・支援業務
　3. 権利擁護業務
　4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務
　5. 生活支援体制整備　などを行っています。
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事業対象者、要支援1・2、
要介護1～5で記載されます。  

ケアプラン作成を依頼した 
居宅介護支援事業者名
又は介護予防支援事業者名

保険料滞納による給付制限の内容 
「支払方法の変更」償還払い化 
「給付額の減額」３割または４割負担 
「保険給付の差止」償還払い化及び給付の一時差止 

●介護保険証は、65歳以上の方と要介護
　（要支援）認定を受けた40歳～64歳の
　方にお渡ししています。次の場合に必要
　となりますので、大切に保管してください。

■介護保険の各種手続きをする時
　介護保険の手続きをする際に、窓口に提出してください。
　なお、要介護（要支援）認定の手続きの際には、いったん回収させていただき、要介護（要支
援）認定結果通知と一緒に、新しい介護保険証を送付いたします。

■介護保険サービスを利用する時

　介護保険サービスを利用する時には、事業所に介護保険証を提示してください。

10 11
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本人との関係………●被保険者本人と窓口に来られた方との関係を記入してください。①

個人番号……………●記入する場合、個人番号カード又は通知カードの添付が必要です。
　　　　　　　　　　※申請書に個人番号を記入しなくても申請は受け付けます。
　　　　　　　　　　※代理人が申請される場合は、利用者の介護保険被保険者証、代理人の身元確
　　　　　　　　　　　認書類（介護支援専門員証、運転免許証等）も必要となります。

②

〈更新認定申請時に記入してください。（新規申請の場合は、記入の必要はありません。）〉
③要介護状態区分……●更新前の要介護状態を記入してください。
④有効期間……………●介護保険被保険者証に記載された満了日までを記入してください。
⑤施設等への入院 
・入所の有無………●入院、入所の有無を記入してください。

●入院、入所している場合は、入院・入所施設名、施設所在地を記入してくだ
　さい。

⑥主治医………………●被保険者本人のかかりつけの主治医及び医療機関名、その住所を記入して
　　　　　　　　　　　ください。
　　　　　　　　　　●かかりつけ医がいない場合は、ご本人の希望をふまえた上で、熊本市の指定
　　　　　　　　　　　医に受診していただくことになります。
⑦医療保険者名………●被保険者本人が加入されている医療保険者名を記入してください。
⑧医療保険被保険者証
　記号番号・枝番……●医療保険証に記載された、記号番号・枝番を記入してください。
※手続きの際は、窓口で医療保険証の提示にご協力ください。（コピー不可）

〈２号被保険者（40歳～64歳）の方のみ記入してください〉
※手続きの際は、窓口で医療保険証の提示にご協力ください。（コピー不可）

。

記号番号を記入してください。

⑨特定疾病名…………●要介護状態の原因となる疾病名

■〈2号被保険者（40歳～ 64歳）の方のみ記入してください〉
⑨特定疾病名…………●要介護状態の原因となる疾病名（5ページ参照）を記入してください。
　　　　　　　　　　不明の場合は、主治医に相談の上記入してください。

（5ページ参照）を記入してください。
　不明の場合は、主治医に相談の上記入してください。

⑩本人氏名……………●同意される場合は、被保険者本人の直筆署名でお願いします。
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14 15

介護（介護予防）サービス利用までの流れ
（介護サービスの種類とその費用）

14

■要介護認定等基準時間

要支援 1 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当すると認められる状態

要支援 2 要支援状態のうち、要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する
と認められる状態

要介護 1 要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護 2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護 3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護 4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当すると認められる状態

要介護 5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当すると認められる状態


